年　　月　　日掲載した関係法令等は、あくまで参考として例示したものであり、最終的な確認及び必要な手続は、事業者の責任において実施してください



申請者　事業者名　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　


再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令手続状況報告書

　再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成23年法律第108号）第９条第４項に基づく再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則（平成24年経済産業省令第46号。以下「施行規則」という。）第５条の２第３号、第４号の認定基準を満たし、又は満たすことが見込まれることについて、再生可能エネルギー発電設備の設置場所に係る関係法令（条例・規則を含む。）及び当該法令の手続状況を下記のとおり提出します。

１．関係法令確認に係る再生可能エネルギー発電設備（注１）
	事業者名
	

	発電設備の区分（注２）
	
□区分Ａのうち注２に掲げる書類を申請時に提出できる場合

	発電設備の出力（kW）
	

	発電設備の名称
	

	発電設備の設置場所
	



２．発電設備の設置場所に係る関係法令への該当状況（注３）
	
	項　目
	該当の有無
	現況
(有の場合のみ)
	[bookmark: _Hlk231988785]確認・手続先

	１
	国土利用計画法に基づく土地売買等届出（※）
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 富士市 都市整備部 建築土地対策課
担当者名（役職）： 
連絡先(TEL)：55-2903

	２
	都市計画法に基づく開発許可（※）
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：
自治体名及び部署名： 富士市 都市整備部 建築土地対策課
担当者名（役職）：
連絡先(TEL)：0545-55-2791

	３
	河川法に基づく工作物新築等許可、河川区域内の土地占用・掘削許可
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：
自治体名及び部署名： 富士市 建設部 河川課
担当者名（役職）：
連絡先(TEL)：55-2833

	４
	港湾法に基づく港湾区域内の水域又は港湾隣接地域における占用許可、臨港地区内の行為届出
（注４）
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 静岡県
担当者名（役職）：
連絡先(TEL)：

	５
	海岸法に基づく海岸保全区域等内の占用・行為許可（注５）
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：
自治体名及び部署名： 静岡県
担当者名（役職）： 
連絡先(TEL)：

	６
	急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域内の行為許可（注６）
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：
自治体名及び部署名： 静岡県
担当者名（役職）： 
連絡先(TEL)：

	７
	砂防法に基づく砂防指定地における行為許可、砂防設備の占用許可（注６）
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 静岡県
担当者名（役職）： 
連絡先(TEL)：

	８
	地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域内又はぼた山崩壊防止区域内の行為許可（注６）
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：
自治体名及び部署名： 静岡県
担当者名（役職）： 
連絡先(TEL)：

	９
	景観法に基づく景観計画区域・景観地区内の行為届出
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 富士市 都市整備部 建築土地対策課
担当者名（役職）： 
連絡先(TEL)：55-2796

	10
	農業振興地域の整備に関する法律に基づく市町村の農業振興地域整備計画の変更手続（※）
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 富士市 産業交流部 農政課
担当者名（役職）： 
連絡先(TEL)：55-2782

	11
	農地法に基づく農地転用許可（※）
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 富士市 農業委員会事務局
担当者名（役職）： 
連絡先(TEL)：55-2880

	12-1
	森林法に基づく林地開発許可（注６）（※）
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：
自治体名及び部署名： 富士市 産業交流部 林政課
担当者名（役職）： 
連絡先(TEL)：0545-55-2784

	12-2
	森林法に基づく保安林指定解除手続、伐採及び伐採後の造林の届出（※）
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：
自治体名及び部署名： 富士市 産業交流部 林政課
担当者名（役職）： 
連絡先(TEL)：0545-55-2784

	13
	文化財保護法に基づく埋蔵文化財包蔵地土木工事等届出、史跡・名勝・天然記念物指定地の現状変更許可
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 富士市 教育委員会 文化財課
担当者名（役職）：
連絡先(TEL)：30-7850

	14
	土壌汚染対策法に基づく土地の形質変更届出（※）
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：
自治体名及び部署名： 富士市 環境部 環境保全課
担当者名（役職）： 
連絡先(TEL)：55-2776

	15
	自然公園法に基づく特別地域・特別保護地区内の行為許可
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 富士市 環境部 環境保全課
担当者名（役職）：
連絡先(TEL)：55-2773

	16
	自然環境保全法に基づく自然環境保全地域内の行為許可
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 富士市 環境部 環境保全課
担当者名（役職）： 
連絡先(TEL)：55-2773

	17
	絶滅のおそれがある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく生息地等保護区の管理地区等内の行為許可
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 富士市 環境部 環境保全課
担当者名（役職）：
連絡先(TEL)：55-2773

	18
	鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣保護区の特別保護地区の区域内の行為許可
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 富士市 環境部 環境保全課
担当者名（役職）：
連絡先(TEL)：55-2773

	19
	環境影響評価法・条例に係る環境影響評価手続
(環境影響評価手続における事業名称：   　　　　   )

	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：
自治体名及び部署名： 静岡県
担当者名（役職）：
連絡先(TEL)：

	20
	宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事規制区域内・特定盛土等規制区域内の工事許可（注６）（※）
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：
自治体名及び部署名： 富士市 都市整備部 建築土地対策課
担当者名（役職）：
連絡先(TEL)：55-2796

	21
	風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律に基づく風力発電設備設置等工事計画届（注７）
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：
部署名： 国
担当者名（役職）：
連絡先(TEL)：

	22
	富士市富士・愛鷹山麓地域の森林機能の保全に関する条例
	□有
□無
□確認中
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：
自治体名及び部署名：富士市 環境部 環境総務課
担当者名（役職）： 
連絡先(TEL)：0545-55-2902

	23
	その他の法律・条例に係る手続（注８）
（法令名：　　　　　　　）
	□有
□無
□確認中
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：
自治体名及び部署名：  
担当者名（役職）： 
連絡先(TEL)：

	上記以外の相談先（部署名）（注９）

	

	備考欄（注10）

	



（注１）認定申請に係る発電設備の情報を記載すること。
（注２）発電設備の区分は次の表に掲げる記号にて記載すること。ただし、変更認定申請の際に変更前の発電設備の区分がすでに廃止されている場合は、次の記号ではなく、廃止された区分の記号を記載すること。
	記号
	発電設備
	出力

	７
	太陽光発電設備
	10kW未満

	Ａ
	太陽光発電設備
	10kW以上50kW未満

	
	太陽光発電設備
	50kW以上250kW未満

	
	太陽光発電設備
	250kW以上

	８
	屋根設置太陽光発電設備
	10kW以上

	Ｄ
	風力発電設備（陸上風力）
	50kW未満

	
	風力発電設備（陸上風力）
	50kW以上

	
	風力発電設備（陸上風力リプレース）
	－

	Ｕ
	風力発電設備（着床式洋上風力）
	－

	２
	風力発電設備（浮体式洋上風力）
	－

	
Ｋ

	地熱発電設備
	15,000kW未満

	
	地熱発電設備（全設備更新型リプレース）
	15,000kW未満

	
	地熱発電設備（地下設備流用型リプレース）
	15,000kW未満

	
Ｌ

	地熱発電設備
	15,000kW以上

	
	地熱発電設備（全設備更新型リプレース）
	15,000kW以上

	
	地熱発電設備（地下設備流用型リプレース）
	15,000kW以上

	Ｅ
	水力発電設備
	200kW未満

	Ｖ
	水力発電設備（既設導水路活用型リプレース）
	200kW未満

	Ｉ
	水力発電設備
	200kW以上1,000kW未満

	Ｘ
	水力発電設備（既設導水路活用型リプレース）
	200kW以上1,000kW未満

	Ｊ
	水力発電設備
	1,000kW以上5,000kW未満

	
	水力発電設備
	5,000kW以上30,000kW未満

	Ｙ
	水力発電設備（既設導水路活用型リプレース）
	1,000kW以上5,000kW未満

	
	水力発電設備（既設導水路活用型リプレース）
	5,000kW以上30,000kW未満

	Ｍ
	バイオマス発電設備（メタン発酵ガス化発電（バイオマス由来）
	-

	１
	バイオマス発電設備（間伐材等由来の木質バイオマス）
	2,000kW未満

	Ｎ
	バイオマス発電設備（間伐材等由来の木質バイオマス）
	2,000kW以上

	３
	バイオマス発電設備(一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス個体燃料)
	10,000kW未満

	Ｑ
	バイオマス発電設備（建設資材廃棄物）
	－

	Ｒ
	バイオマス発電設備（一般廃棄物・その他のバイオマス）
	－



また、区分Ａを選択した場合において、屋根設置太陽光発電設備に相当する書類の提出が可能な場合はチェックボックスにチェックを付すこと。屋根設置太陽光発電設備に相当する書類とは、太陽光発電設備を設置する建築物の建築基準法上第７条第５項の規定による検査済証、建築物の登記事項証明書、使用前自己確認結果届出書の写し（2023年３月20日より前に運転開始した500kW未満の設備又は2016年11月30日より前に運転開始した500kW以上2000ｋW未満の設備は提出不要）、太陽電池の全てが屋根に設けられていることを示す写真及び図面を指す。
なお、複数の再生可能エネルギー発電設備を設置する場合は、それぞれの設備からの電気の供給量が個別に計測できる場合は、それぞれ個別に認定申請することとし、個別に計測できない場合は、申請時点において調達価格の一番安い価格区分の記号を記載すること。
また、複数のバイオマス燃料を使用する場合は、最も使用量（発熱量）の多い燃料を使用するバイオマス区分記号を記載すること。
（注３）掲載した関係法令は、あくまで参考として例示したものであり、申請者の責任において、法令を所管する行政機関への照会等により、最終的な確認・手続きを行うこと。
なお、２．表中において（※）を付した法令及び当該法令の手続状況については、屋根設置太陽光発電設備の申請及び2023年９月30日以前に認定を受けた太陽光発電設備に関する変更認定申請であって、屋根設置太陽光発電設備に相当する書類の提出があったものについて、報告を不要とする。
（注４）原則として、発電設備の設置場所が属する都道府県又は市町村の港湾管理部局に確認すること。ただし、発電設備の設置場所が以下のいずれかのみに立地する場合には、報告を不要とする。
栃木県、群馬県、埼玉県、長野県、山梨県、岐阜県、奈良県
（注５）原則として、発電設備の設置場所が属する都道府県の土木部局に確認すること。ただし、設置場所が以下のいずれかのみに立地する場合には、報告を不要とする。
栃木県、群馬県、埼玉県、長野県、山梨県、岐阜県、滋賀県、奈良県
（注６）下表の手続は、2023年10月１日以降新規に認定を取得する案件については、施行規則第５条の２第４号に基づき、事業計画の認定申請前に取得する必要があるため、該当「有」を選択した場合、「手続済」以外を選択することはできない。また、当該許可等を受けていることを示す書類を添付しなければならない。
	法令
	手続

	森林法
	林地開発許可（第10条の２第１項）

	宅地造成及び特定盛土等規制法
	宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事許可（第12条第１項）
特定盛土等規制区域内の特定盛土等又は土石の堆積に関する工事許可（第30条第１項）
宅地造成等規制法の一部を改正する法律附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされた許可（同法による改正前の宅地造成等規制法第８条第１項本文）

	砂防法
	砂防指定地の行為許可（第４条第１項（第３条において準用する場合を含む。）の規定に基づく制限として行う処分）

	地すべり等防止法
	地すべり防止区域内の行為許可（第18条第１項）
ぼた山崩壊防止区域内の行為の許可（第42条第1項）

	急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
	急傾斜地崩壊危険区域内の行為許可（第７条第１項）



（注７）風力発電設備（陸上風力）及び風力発電設備（陸上風力リプレース）以外の発電設備については報告を不要とする。
（注８）掲載した法令のほかに該当するものがあれば「22　その他の法律・条例に係る手続」に記入すること。
（注９）発電設備の所在地に係る関係法令及び条例の相談先として記載した部署以外に相談先がある場合は記入すること。
（注10）施行規則第５条の２第４号の適用を受けない案件においては、該当の有無を確認中である場合、手続状況等を記載すること。

